
昭
和
三
十
三
年
一
月
三
十
一
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
身
体
障
害
者
年
金
制
度
実
施
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
号 

昭
和
三
十
三
年
一
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
益 

谷 

秀 

次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
身
体
障
害
者
年
金
制
度
実
施
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

職
業
能
力
の
回
復
の
不
可
能
な
重
度
の
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
財
政
的
な
裏
付
け
が
可
能
な
か
ぎ
り
、
年

金
制
度
に
よ
る
所
得
保
障
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
老

令
者
お
よ
び
母
子
等
に
対
す
る
所
得
保
障
と
な
ら
ん
で
、
国
民
年
金
制
度
の
一
環
と
し
て
こ
れ
を
実
施
す
べ
く
そ

の
基
本
構
想
に
つ
き
昨
年
五
月
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
諮
問
を
行
い
、
現
に
審
議
中
で
あ
つ
て
近
く
答
申
を
得

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

な
お
、
厚
生
省
に
お
い
て
も
こ
れ
と
並
行
し
て
所
要
の
調
査
を
行
う
な
ど
の
準
備
を
重
ね
つ
つ
あ
り
、
答
申
の

あ
り
次
第
成
案
を
得
、
可
及
的
す
み
や
か
に
こ
れ
を
実
施
い
た
し
た
い
所
存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




